
第9章 戦後日本の外国人政策と在日コリアンの社会運動
―-19Ю年代を中心に一―

山 脇 啓 造

1.政策・運動・アイデ ンテ ィティ

本章は,戦後日本の外国人政策とそれに対抗する在日コリアンの社会運動の

推移を振り返り,それぞれ在日コリアンのアイデンティティについて, どのよ

うなあり方を想定してきたかを論じることを目的とする。

在ロコリアンのアイデンティティに関する代表的な研究としては,福岡安則

によるものをあげることができる。福岡は,「在日韓国 朝鮮人一―若い世代

のアイデンティティJ(中公新書,19%年 )において, さまざまな在日コリアン

の生活史の事例を分類しながら,在 日コリアンの二世や三世のアイデンティテ

イの多様性を示すために,「アイデンティティ構築の分類枠組」を提起してい

る (89頁 )。 筆者は,こ の分類枠組の批判的検討を通じて,よ り論理的整合性

の高い分類枠組の構築を試みた [山 脇,21XD]。 本章では,こ うしたアイデン

テイテイの分類を踏まえ,日 本政府が在日コリアンはどのようなアイデンティ

ティをもつことが望ましいと考え,どのような政策をとったか,ま た,日 本政

府の外国人政策に対抗して,在日コリアンの社会運動が, どのようなアイデン

テイテイのあり方を望ましいと考え, どのような運動を行つてきたかについて,

論じることとする。なお,外国人政策については,地方自治体レベルの考察も

重要であるが,本章では基本的に国レベルの政策を対象とし,地方自治体の政

策は含まないこととする。

筆者は,在 ロコリアンのアイデンティティの多様化を理解するために,以下
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のような分類を試みた。まず,ア イデンティテイとは,在 日コリアンがもつ

「所属アイデンテイテイ」を指すことにする。そして,在 日コリアンの所属ア

イデンテイテイの中から,次の 3種類に注目する。まず第一に,「国家 (大韓

民国または朝鮮民主主義人民共和国)への帰属意識J(国民的アイデンテイテ

ィ)である。国家への帰属意識とは,自 らが当該国家の国民であるという意識

であり,一応,その国籍を保有していることが前提となる。第二に,「朝鮮民

族への帰属意識」(民族的アイデンティテイ)である。「朝鮮民族への帰属意識」

とは,国籍の如何にかかわらず,自 らがエスニシテイとしての朝鮮民族の 一員

であるという意識を指す。第3に ,「 日本社会への帰属意識J(市民的アイデン

テイテイ)である。日本社会の一員であるという意識を指し,地域社会への帰

属意識も合めて考える。それぞれの帰属意識の強さを,+(強 )と ― (弱 )で

表すと,表 併1の ような分類ができる。

表 9-1 在日コリアンのアイデンティティ

類型
国家 (韓国 共和国)

への帰属意識

朝鮮民族

への帰属意識

日本社会

への帰属意識

1:多国籍社会志向 + + +

2:同胞社会志向 + +

3:多民族社会志向 + 十

4:デ イアスポラ志向 +

5:単一民族社会志向 +

6:コ スモポリタン志向

第 1類型 (+++)「 多国籍社会としての日本社会」志向

第 1類型は,韓国 共和国という国家への帰属意識も朝鮮民族への帰属意識もと

もに強く,かつ日本社会への帰属意識が強い場合であるもこの類型のアイデンテイ

ティをもった在日コリアンが望む日本社会は,外国人を差別せず,民族的アイデン

ティティを尊重する社会である。第 1類型のアイデンティテイのあり方を,「 多国籍
t')

社会としての日本社会」志向と呼ぶ。これは「デニズン」に近い考え方ともいえる。

第 2類型 (++― )Fl胞社会志向

韓国 共和国という国家への帰属意識 も朝鮮民族への帰属意識も強いが,日 本社
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会への帰属意識は弱い類型である。本国への帰国を前提に,あ るいは朝鮮半島の統

一への寄与を目指 して,民族学校で教育を受け,民族組織で働 く在 日コリアンにと

って,国民的アイデンティテイと民族的アイデンティテイは不可分のものとみなさ

れている。 日本社会への帰属意識は弱 く,帰属意識を持つことは同化につながると

警戒する。日本社会に望むことは,同胞社会を維持する条件を整えること (特 に民

族教育の保障)で ある。こうしたアイデンティティのあ り方を,同胞社会志向と呼

ぶ。

第 3類Ш (― ++)「多民族社会としての日本社会」志向

第 3類型は,韓国 共和国という国家への帰属意識は弱いが,朝鮮民族への帰属

意識は強く,かつ日本社会 (地域社会を含む)への帰属意識の強い人たちである。

日本籍コリアン,あ るいはコリア系日本人と自らを呼ぶ人々が含まれる。韓国 朝

鮮籍を維持 しながら,こ の類型に含まれる場合もある。第 3類型にあてはまるアイ

デンテイテイのあり方を,「多民族社会としての日本社会」志向と呼ぶ。

第4類型 (― +― )デ イアスポラ志向

第 4類型は,朝鮮民族への帰属意識は強いが,韓国 共和国という国家への帰属

意識は弱く,日 本社会への帰属意識も弱い人たちである。国家への帰属意識が弱く,

国境を越えた活動を行う人々である。海外移住者にもこのタイプがいるだろう。デ

イアスポラ志向と呼ぶことにする。

第5類型 (― ―+)「単一民族社会としての日本社会J志向

第 5類型は,韓国 共和国という国家への帰属意識も,朝鮮民族への帰属意識も

弱いが,日 本社会への帰属意識は強い人たちである。韓国 朝鮮籍者も含まれる。

なぜなら,韓国民 北朝鮮国民としての意識はなくても,在 日コリアン社会におい

て支配的な,帰化に対する批判的言説の影響などから,実際に帰化するとは限らな

いからである。「単一民族社会としての日本社会」志向と呼ぶ。
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第 6類型 (― ――)コ スモポリタン志向

第 6類型は,韓国 共和国への帰属意識 も朝鮮民族への帰属意識 も弱 く,かつ日

本社会への帰属意識 も弱い。第 4類型同様,海外へ留学や移住をする人に多いと思

われる。国家のみならず,民族への帰属意識 も持たないタイプである。コスモポリ

タン志向と呼ぶことにする。

以上は,個人としての在日コリアンが,どのような帰属意識をもっているか

という点に注目したアイデンテイテイの分類であったが,個人がどのようなア

イデンティテイをもつことが望ましいと想定しているかに着目し,戦後日本の

外国人政策や在ロコリアンの社会運動のイデオロギーを分類することも可能と

なろう。第4・ 6類型のアイデンテイテイを前提とした政策や社会運動が,こ

れまで見られないことから,残 りの4類型を整理すると表92の ようになる。

表9-2 戦後日本の外国人政策と在日コリアンの社会運動のイデオロギー

預型
国家 (韓国 共和国)

への帰属意識

朝鮮民族

への帰属意識

日本社会

への帰属意識

多回籍主義 + + 十

分離主義 + +

多民族主義 + +

同化主義 +

分離主義を除く3類型は,いずれも日本社会志向のアイデンテイテイを前提

とするが,多国籍主義は多国籍社会をめざし,多民族主義は多民族社会をめざ

す一方,同化主義は単一民族社会をめざしている。多国籍主義と多民族主義,

そして分離主義は,いずれも多文化主義とみなすことができる。

本章は,表 92の分類枠組みを用いながら,戦後日本の外国人政策と在日コ

リアンの社会運動の推移を振り返るが,特に在日コリアンのアイデンテイテイ

の多様化に関する議論が始まった1970年代に焦点をあわせる。「祖国統一の見

通しが遠のいていったこと,本国への帰属意識の強い第一世が老齢化し,日 本

生まれの若い ll代が朝鮮人社会の中堅となったこと, 日本人との婚姻件数が,

年々増えたことJ[姜 ,1987:48,49]な どから,定住化傾向が指摘されたのが,
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1970年代半ばであつた。すなわち,1970年 代は,在 日コリアン社会のL代交代

の時期であり,二世以降の世代がその中心を占めるようになり [法務省入国管

理局編,1976:1411,「 日本に生まれ, 日本で教育を受け育つてきた世代が無権

利状態におかれている自らの立場に対し素朴な疑間をいだくと同時に,そ の不

条理性を糾す闘いに立ちあ力
'つ

た」のであった [民族差別と闘う連絡協議会編,

1987:10]。 さらに,1970年 代後半以降,日 本社会への帰属意識が社会運動の

担い手によって,活発に議論されていった。

こうした社会運動が起こつた背景について指摘しておくと,第一に,19η年

代は革新自治体が全国に登場した時期であり,自 治体が外国人住民の要求に応

える傾向があつた。第二に,1960年代後半のベ トナム反戦運動や全共闘運動な

どによつて,市民運動の素地が作られた。また,キ リス ト教会は,米国の公民

権運動で一定の成果をあげたが,1960年 代後半は「教会の社会参与」力`国際的

潮流となり, 日本の社会運動でも一定の役割をになった。第三に,国際人権規

約が発効したのが19%年であり,1970年 代以降の国連における人権諸条約の成

立による,国際的な人権意識の高揚があった。第四に, 日本が西側先進国サミ

ットの一員となり,国際社会の主要国として,難民受け入れや人権条約の批准

などが求められていた時期でもあった [李進熙編,1996:205,田 中宏,1995:

1「o6158]。

2.戦後 日本の外国人政策

戦後日本の外国人政策は,1980年前後を境に大きく2つの時期に分けること

ができよう。国際人権規約の批准 (1979年 ),難民条約への加入及び入管法の

改定 (1981年 )に よつて,「 1952年体制」から「1982年体制Jへの移行とも呼ぶ

べき,外国人政策 Lの大きな変化があつたからである。すなわち,国民年金や

児童手当など社会保障キ1度の国籍条項を撤廃し,朝鮮籍者に「特例永住」を認

める。この結果,在 日韓国 ‐朝鮮人の処遇は大きく改善されることとなつた。

旧植民地出身者の法的地位の安定化をはかり,社会保障制度に受け入れていく

のは,外国人の市民的アイデンテイテイをある程度,承認したものとみてよい
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であろう。以下,19∞年代から1970年代までの時期の外国人政策を,特に1970

年代に焦点をあわせて振り返ることとする。なお,外国人政策は,一般的には

外国人の出入国に関する政策と在留外国人に関する政策にわけて考えることが

できるが,日 本の場合,外国人の出入国と在留の管理については法務省入国管

理局の所管とされてきた。したがって,以下,入国管理局の政策を中心に振り

返る。

1950年代から1960年代の外国人政策

戦後日本の出入国政策の基本方針は,法務省入国管理局が1959年以来,不定

期に刊行してきた「出入国管理Jと題した自書に示されてきた。1959年版は,

「出入国管理の特色Jの一つとして,「入国抑市り策と入国誘致策の上場Jをあげ,

「わが国は世界第一の人口過剰国といいえよう。そのために人口抑tl策 と移民

政策がつよく叫ばれている。したがつてその立場からわが国策として外国人の

入国は極度に制限すべきであろう」と述べている [法務省入国管理局編,1959:

1● ]。 1964年版の内容もほぼ同様であり,「外国人の入国について,かなりき

びしい考え方にたたざるをえない」とやや穏やかなトーンになっている点のみ

力`違いである [法務省入国管理局編,Ю
“

:4]。 1971年版になると,「出入国管

理行政の特色」は「入国誘致策と入国抑制策の調和のうえにたつて行なわれ

る」ことにあると,入 国誘致策の比重が大きくなる [法 務省入国管理局編,

1971:2〕。以上,1971年 までに刊行された3冊の自書から,日 本の出入国政

策の基本方針は,国内の人口過乗Jを 理由として,移民と外国人労働者の入国お

よび外国人の定住化を認めない点にあつたと言えよう。

次に,在 日韓国 朝鮮人政策を振り返る。1951年 に施行された出入国管理令

(昭和26年政令第319号)が対象とする外国人は,当 初,そ の大半が朝鮮人であ

麻 £

t糧
1■ £ 顎 it謂 繁 翼 3菫11[:lttll』

令は,「ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係緒

命令の措置に関する法律」(1研u27年法律第126号 )に よって,法律としての効力

を与えられたが,こ の法律の施行により, 日本に在留する外国人は,在留資格



第 2部 現代日本における外国人とその詰相

の取得の申請が必要となった。しかし,在 日朝鮮人など旧植民地出身者は,そ

の法的地位が8Jの法律で定められるまでの間,在留資格を有することなく,引

き続き日本に在留することが認められた。つまり,入管令の施行そして在留資

格制度の運用によつて始まった戦後日本の外国人行政は,制度の対象からはず

れる例外的存在の旧植民地出身者が,圧倒的多数を占めるという異常な事態に

あったのである。別の法律とは,韓国と結ぶ協定とそれに基づく入管特別法を

指していたが,1951年 に始まった日韓会談は植民地支配の責任をめぐって紛糾

し,1965年 まで中断と再開を繰り返した。

ようやく,1965年の日韓協定によって,「多年の間日本国に居住している大

韓民国国民が日本国の社会と特別な関係を有するに至っていることを考慮し,

これらの大韓民国国民が日本国の社会秩序の下で安定した生活を営むことがで

きるようにするJこ とを目的に,在 日韓国人に永住許可を与えることになった。

「終戦前に日本人として渡来し,我が国社会に定着してきたものが,平和条約

の発効に伴い自己の意思によらないで日本国籍を喪失した結果として,それま

で日本人としてうけてきた処遇を失ったことや,我が国と韓国とが,歴史的,

地理的および国際的に特殊な関係にあることにかんがみてとられた措置」であ

つた [法務省入国管理局編,1971:91]。 協定永住の申請期間は,1966年 1月 か

ら1971年 1月 までであった。

在日韓国 朝鮮人政策について,自書ではどのように示されているかを振り

返ってみる。1959年版では,外国人政策の課題の一つとして,在 日朝鮮人の処

遇をあげ,「 日韓会談で協議してきめることになっており,それとの関連が考

慮されて,い まだに関係法令を制定する段階に至っていないのであつて,こ の

人達に対し,一日も早く在留資格を与えることによって,その処遇の基本的な

法的地位を確立し,こ れらの人達にも安心を与えたいと考えている。……難航

をつづけている日韓会談に対して一日も早い妥結が望まれる」とある [法務省

入国管理局編,1959:104105]。 1964年版でも,「在日朝鮮人の法的地位」の項

で,「戦前からひきつづいて在留する在日朝鮮人は,日 韓会談においてその処

遇が定められることとなっており,それまでは在留資格を有することなく居住

することを認めているが,同会談は26年以来の交渉にもかかわらず,い まだに
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合意に達していない。これらの人達の在留資格を早急に決定し,その法的地位

を安定させることが望まれる」,「数において在留外国人の大部分を占めるこれ

らの人の基本的な処遇が定まらなければ,外国人の在留管理は軌道に乗つてい

ないと言わざるを得ない」と述べている [法務省入国管理局編,1964:121]。 一

方,1971年 版では,1%5年の日韓協定によつて,在 日韓国人に永住許可を与え

ることになったことの解説を行っているが,特に課題にはあげられていない。

1970年代の外国人政策と「坂中論文」

19Ю年代は,日 本の外国人政策史にとつて,「 1952年体制Jから「1982年体

制Jへの移行の過渡期と言える時期であつた。出入国者の飛躍的増加に対応す

べく,1961年から諸外国の立法例の研究を始めた法務省は,1967年に省内に出

入国管理令改正準備委員会を組織 して,改定作業を行い,1969年 ,1971年 ,

1972年 ,19零年と4回連続して,改定法案を国会に提出したが,いずれも審議

未了で廃案となつた [法務省入国管理局,1971:86]。 これらの法案が廃案にな

った理由に,「在日韓国 朝鮮人,台湾系中国人の処遇に関する恒久的かつ抜

本的な制度が盛り込まれていないとして不満を表明する声があつた」ことが指

摘されていた [法務省入国管理局編,1976:144]。 つまり,外国人政策が行き詰

まっていた時期と言える。

そこで1975年 に行われたのが,出入国管理行政25周 年を記念して,「出入国

管理行政が転換期にあるとの認識の下に,その将来を方向づける論文をひろく

職員に求めたJ論文コンクールであった [坂中,1%9:229]。 共通テーマは,

「今後の出入国管理行政のあり方について」であつた。優秀作に選ばれたのは,

入国管理局参事官室付の法務事務官,坂中英徳による論文であった。坂中の論

"文は,大幅に加筆されたものが,1976年 5月 から1977年 8月 まで『外人登録J

に連載されたが,1977年 6月 号に掲載された「在日朝鮮人の処遇Jは ,そ の後

「坂中論文Jと 呼ばれ,在 日コリアン関係者や研究者の間で大いに注目を集め

た。本章では,「在日朝鮮人の処遇」だけではなく,論文全体を以下,「坂中論

文Jと 呼ぶことにする。また,受賞論文は「坂中受賞論文Jと 呼ぶ。

坂中論文は,出入国行政の意義を国際社会の歴史的発展の中に位置づけ,か
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つ当時の国際動向も紹介しながら,戦後日本で初めて体系的な外国人政策論を

展開したものであった。この論文は,外国人の出入国と在留に関する行政のあ

り方について,幅広く,長期的かつ国際的視点から体系的に論じたもので,20

数年経つた現在読んでも示唆に富む重要な論考である。しかも,こ のような論

文が現役の若手官僚によつて執筆されたのはきわめて異例と言える。これはあ

くまで一法務官僚の論文であったが,優秀作に選ばれ, しかも公に刊行された

ことを考えれば,当時の法務省の考え方を基本的に反映したものとみてよいだ

ろう。

本章の関心から,坂中論文で注目すべきなのは,以下の3点である。まず,

在日韓国 朝鮮人の定住化の実態と定住化を前提とした政策立案の必要性を政

府関係者として初めて示したことである。第二に,在 日韓国 朝鮮人の定住化

を前提とした上で,「少数民族問題」が起こらないように,帰化を促す政策を

積極的にとる必要があることを明確に示したことである。そして,第三に,永

住許可を認められていない在日朝鮮人への永住資格の付与とともに,「教育と

就職の機会均等Jを保障し,「社会福祉,教育,差別待遇等の問題もあわせ
,

多角的かつ総合的な視野」から検討し,「各界の代表や関係行政機関を網羅し

た『在日朝鮮人間題諮問委員会J(仮称)を設置し,在 日朝鮮人の処遇の基本方

針を早急に検討すべき」ことを提言している点である。第三の点については
,

特に,外国人の人権保障の国際的動向に呼応した内外人平等の原則を,政府関

係者として初めて唱えたことが注目される。坂中氏は,国際人権規約,難民条

約,人種差別撤廃条約の批准及び人種差別を処罰する国内法の制定を唱えてい

る [坂 中,1%9:144145,168]。 外国人の人権保障に関する包括的な提言は
,

画期的なものであったが,人権保障の目的が在日韓国 朝鮮人の帰化であるこ

とが示されたため,「同化政策の総合化Jを 図るものとして,在 日コリアン関

係者から厳しい批判を浴びた [和 田 内海,1977:5]。 つまり,坂中論文は
,

1970年代までの日本の外国人政策の基礎をなした同化主義の発想と,1980年代

以降に取り入れられた人権保障の発想が混在しているところに特徴があった。

坂中によると,19Ю年代初めの行政部内の底流には,在 日韓国 朝鮮人に関

して2つの異なる考え方があったという。一つは,在日韓国 朝鮮人の法的地
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位は不安定なままにして,帰国か帰化をすすめる考え方であり, もう一つは,

在日朝鮮人の法的地位を安定化すれば,自 然に帰イヒがすすむという考え方であ

る。いずれも帰化を目的としている点は共通している。当時は,前者の考え方

が支配的で,「在日朝鮮人に対し外国人としての安定した法的地位を保障し,

日本国民に近い待遇を与えると,外国人の地位に満足して日本に帰化しようと

しないようになる。在日朝鮮人が外国人の集団として未来永劫にわたって日本

に居ることになるのは,治安に及ぼす影響その他の理由から好ましくない」と

考えられていた [坂 中,1999:7]。 入国管理局審判課長であった増山登も1969

年に「私の理解する入管令は,日 本に居住する外国人の生活を安定させないよ

うにできています。きわめて不安定に置いておくようにできています。安定さ

せる場合は永住権をとった場合だけなんです」,「 日本にいる朝鮮の人を日本に

置いてやることは,それが, 日本にとって利益だというケースはほとんどあり

ません。できれば帰ってもらった方がいいんだと,こ ういう思想が支配的で

すJと 述べている [佐藤編,19Z:299;在 日朝鮮人の人権を守る会編,1977:33]。

そうした考え方が入管法改定の挫折で行き詰まり,法的地位の安定化によって

帰化を促すという考え方が優勢となる転機となったのが,坂中受賞論文であつ

たと思われる。

坂中受賞論文は,優秀作に選ばれた後,『入国管理月報J19%年 10月 号に掲

載されたが,翌 19%年 4月 に刊行された19%年版白書には,明 らかに受賞論文

の影響がうかがわれる。それまでの自書とは,かなり異色なものとなっている。

同書は,「出入国管理行政の当面する諸問題Jの一つとして「在日韓国 朝鮮

人の処遇」を取り上げている。「現在,64万人の在日韓国 朝鮮人が在留して

いるが,こ の約4分の3は本邦で出生し成長したいわゆる二世,三世であって
,

自国語を解しない者も多い。そして,こ のように定着化を深めてきている在日

韓国 朝鮮人にとっては,本国帰住ということについて一般外国人の場合と異

なる困難な事情が存するようにみられる」と,定住化の進行を指摘し,「在日

韓国 朝鮮人のうち約25万人は,依然として法12626該 当者又はその子とし

ての在留資格 (41162 在留資格3年 )を 有する者として在留している現状

にある。これらの人々の法的地位を適正に決定して,多年の懸案を解決するこ
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とは,我が国出入国管理行政上の重要な課題であつて, しかも,最近では,4-

1-162の在留資格の子として出生する者 (41168)が現われ始めていること

からも, この解決の緊急性が高まっているJと 述べている [法務省入国管理局

編,19る :141142]。 1976年 5月 になると,稲葉修法相 (当 時)は ,「朝鮮半島

出身者で協定永住を申請しなかったもの (総連系)や台湾出身者らの法的地位

の実態に即した処遇について,速やかに基本方針を確立する」ことを表明した

[朝 日新聞,1976]。 そして,同 月から『外人登録Jに坂中論文の連載が始まり,

1977年 6月 には「在日朝鮮人の処遇Jが掲載された。

以上からわかるのは,1970年代に日本政府の外国人政策は, 2つ の矛盾を抱

えていたということである。まず,19Ю年代から19Ю年代まで在日外国人の圧

倒的多数を占めてきた在日韓国・朝鮮人が, 日本の外国人政策の根幹をなす在

留資格制度の例外的存在で,在留資格のない不安定な法的地位にあるという矛

盾である。第二に,移民の入国や外国人の定住化を認めないという基本方針に,

在日韓国 朝鮮人の定住化が反するという矛盾である。

第一の矛盾に関しては,在 日韓国人を対象にした1%5年の協定永住の許可に

よって,部分的に解決が図られたが,在 日朝鮮人の問題は残された。一方,第

二の矛盾の克服はより困難な課題であつた。この矛盾を解消するために, 日本

政府は在日韓国 朝鮮人に帰国か帰化 (同 化)を 求める政策を行つた。吉田茂

首相が1%9年に,「すべての朝鮮人がその母国たる半島に帰還するよう期待す

るものであります」と述べたエピソ‐ドは有名であるが [大沼,19η :%97],

1953年 当時でも,「在日朝鮮人問題といえば,誰でも口にする言葉は『何故帰

せないのかJと いう一語Jであつたという [鈴木,1%8:60]。 実際に,1959年

から1967年 までに9万人弱の在日朝鮮人が北朝鮮に帰国している [法務省入国

管理局編,1971:96]。 一方,日 韓会談の在日韓国人の法的地位委員会では,在

日韓国人とその子々孫々に対する永住資格の付与を求める韓国政府と「少数民

族問題Jが生じることを理由に反対する日本政府の間で意見が対立した [坂中,

1989:161]。 なぜなら,同委員会の日本側代表補佐を務めた池 L努によると
,

日本政府側は,「真に日本に定着して日本の社会人になろうという韓国人には
,

何時までも外国籍でいたんでは好ましくないし,同化つまり帰化して貫うこと
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が一ばんよい」と考えたからであつた。結局,1%5年に締結された協定で,二

世まで永住資格を認め,三世以降については,韓国政府から要請があれば,25

年以内に再度審議を行うこととなつた。日本側は,25年後には,「実質的問題

は殆んど (或は大部分)自然消滅に近い状態に至つている」,「問題の大部分は

事実上解決されているJと 考えたのであつた [池上,1%5:15,19]。

こうした発想は,帰化行政にも反映されていた。帰化行政を担当する法務省

民事局の稲葉威雄第4課長は,1975年 に,「いわゆる行政指導に類するものと

して,日 本人にふさわしい氏名を使用するようにとの指導がされているようで

ある。日本国家が単一民族国家であることから,……排他的な国民感情もみら

れ,外観上外国人あるいは帰化人とみられることは同化上の妨げとなる。また
,

民族意識の発露としてことさらに外国人的な呼称の氏に固執するということに

なると,帰化により日本国民とするのにふさわしい者とはいえないであろう」

と述べている [稲葉,1975:23]。 また,民事局職員による「国籍 帰化の実

務相談」(1979年 )と いう手引書にも,帰化後の氏名について,「一見して外国人

と思われるような氏名は避け,日 本人としてふさわしいものが望ましい」(218

頁)と 書かれている。坂中も受賞論文において,在 日韓国 朝鮮人を子々孫々

まで外国人として処遇する政策をとると,「在日朝鮮人が実質的に日本国内で

少数民族を形成し,少数民族問題として将来の日本で禍根を残す可能性が強

い」と述べている [坂中,19891223]。

また,教育行政にも,そ うした前提を確認することができる。すなわち,

1948年 1月 の文部省学校教育局長通達は「朝鮮人設立学校の取扱いについて」

によつて,在 日朝鮮人児童生徒への義務教育の強制と民族学校の閉鎖を行って

いる [朴慶植,1%91185]。 日韓法的地位協定発効直後の1965年 12月 に出され

た文部省次官通達「協定における教育関係事項の実施についてJは ,「永住を

許可された者およびそれ以外の朝鮮人の教育については,日 本人子弟と同様に

取扱うものとし,教育課程の編成 実施について特別の取扱いをすべきでな

いJと している。要するに,公教育における民族教育の実施を否定するもので

ある。また, もう一つの文部省次官通達「朝鮮人のみを収容する教育施設の取

り扱いについて」は,「朝鮮人としての民族性または国民性を滋養することを
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目的とする学校は,わが国の社会にとつて積極的意義を有すると認められない

ので,こ れを各種学校として認可すべきではない」と述べている [姜 金,

1994:213]。 すなわち,朝鮮学校を学校教育法第 1条が規定する正規の学校と

して認めないばかりか,各種学校としても認めないという方針であった。

戦後日本の外国人政策のイデオロギー

日本政府は,戦後当初,在 日韓国 朝鮮人のアイデンテイテイに関して,一

時滞在の外国人として日本社会には帰属意識をもたないことを前提とする分離

主義的発想をもっていたが,それ以後は,不安定な法的地位と民族教育の否定

によつて,日 本社会への帰属意識を促しつつ,国民的 民族的アイデンテイテ

ィはもたない存在にしようとする同化主義政策をとってきたと見てよいだろう。

3 在 日コリアンの社会運動

日本政府の外国人政策に対抗して,在 日コリアンの側はどのような運動を行

ってきたかについて論じる。ここでも焦点は,1970年 代にあわせることとなる。

19Ю年代は,「既存の組織運動とは別の次元で,地域運動として「生活権の擁

護Jあ るいは「国籍条項の撤廃Jを掲げた運動,在 日外国人も地域の住民であ

ることを行政や自治体に認めさせていく運動などの,いわば下からの自発的な

動きが在日朝鮮人の側に現れてくる」時期であつた [季進熙編,1996:204]。

前述のとおり,在 日コリアンの定住化が政府の側から指摘され,それに対して
●

運動の側も活発な議論を行ったのがこの時期であった。19Ю年代を通じて,定

住化を前提にした社会運動がひろがり,1980年 代以降,「定住外国人」論に基

づいた在日コリアンの新たなアイデンテイテイのあり方が模索されることとな

った。たとえば,在 日コリアンニ世の代表的論者の文京泳は,国籍問題に触れ

る中で,「好むと好まざるとにかかわりなく,私たち在日朝鮮人もこの [日 本]

社会の一員であるし,主体的な意識という面でも,こ の社会への帰属意識 (そ

れは必ずしも民族的な風化とイコールではない)は確実に深まつている」と述

べている [文 ,1%7:93]。 また,金英達も1988年に,在 日コリアンは「すでに
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日本社会に根付いている “地域の仲間"(社会構成員)」 であると主張している

[金英達,1988:163]。

1950年代から1960年代の社会運動

戦後の在日コリアンの組織化と社会運動は,米 ソ対立を背景とする朝鮮半島

の分断の影響を強く受けた形で始まった。米国とソ連に分割占領されていた朝

鮮半島では,1948年 ,南部には李承晩を大統領とする大韓民国 (韓 国)力',北

部には金日成を首相とする朝鮮民主主義人民共和国 (共和国)が成立した。日

本でも,1945年 10月 に結成された在日本朝鮮人聯盟 (朝聯)は共和国を支持し,

1946年 10月 に結成された在日本朝鮮居留民団 (1948年 に在日本韓国居留民団と改

称,民団)は韓国を支持した。朝聯は朝鮮人の帰国事業を進めるとともに,民

族教育を最重要課題に掲げて,全国で民族学校の運営を推進した。1%8年 ,

GHQの占領政策が共産勢力の弾圧に向けられると,日 本政府も朝聯傘下の民

族学校の弾圧を始めたが,朝聯は激しく抵抗した。朝聯は日本政府によつて解

散させられ,1951年 1月 に在日朝鮮統 一民主戦線 (民戦)が結成された。日本

共産党の指導下に日本の民主革命をめざす民戦に対して,金 日成は路線転換の

方針を示し,1955年 5月 ,民戦は発展的に解消し,在日本朝鮮人総聯合会 (総

聯)が結成された。日本の内政への干渉をやめ,北朝鮮の「海外公民団体」で

あると自らを位置づけた [朴慶植,19891381■ 89]。

これ以降,1%0年代まで在ロコリアンの社会運動の主たる担い手は,民団と

総聯の 2大民族団体にはぼ限定された。民団は,1948年 に定めた綱領で,

「我々は大韓民国の国是を遵守する」と宣言した [在 日本大韓民国民団中央本部

編,1997:353]。 一方,総聯は,1955年 に定めた綱領で,「 われわれは,すべて

の在日朝鮮同胞を朝鮮民主主義人民共和国政府のまわりに総結集し,祖国南北

同胞との連係と団結を緊密強固にする」と宣言した [韓 ,1986:170]。

総聯は,そ の結成大会で民族教育を発展させる方針を明らかにした。その教

育方針の骨子の一つは,「すべての青少年を共和国に忠実な子弟に教育するJ

ことであつた。そして,教育行政体系の確立,母国語教育の強化,教育課程の

改善とそれにあわせた教科書の編纂 (1956年 )を行い,「民族性が豊かで共和国
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に忠実な人材の育成Jに力を傾けた。一方,1958年 9月 の共和国倉1建10周年記

念慶祝大会で行われた「朝鮮人民は, 日本で生きる道を失い,祖国のふところ

に帰ろうとする,かれらの念願を熱烈に歓迎します」との金日成の演説を受け

て,帰国運動を繰り広げた [韓,19“ :185,18針 190]。 1959年 8月 ,日 本赤十

字社と朝鮮赤十字会の間で帰国協定が調印され,1959年 12月 から1961年 にかけ

て, 7万 50〕Э人が共和国に帰国した [姜 金,1994:115]。

1951年から続いていた日韓会談は,1965年にようやく終結し,日 韓協約が結

ばれ,在 日韓国人に永住許可が与えられた。日韓協約の締結を総聯は「『協定

永住権J中請の策動が,在 日朝鮮人の間に F大韓民国Jを『朝鮮にある唯一の

合法的政府J(「韓日基本条約J第 3条 )と 認めさせ,朝鮮人の分断を永久化させ

ようとする政治的目的を追求するものである」と糾弾した。協約締結を受けて
,

民団は第4次宣言 (1066年 )において,「我々は日本に永住するが,我々の世代

および子孫は民族教育と国際人として必要な教育を受け,どこまでも韓国人と

しての栄誉と主体性を堅持し,大韓民国国民として立派に生きていくことを確

約する」と述べている [民団∞年史編纂委員会編,1997:3M]。

日韓協定締結後, 日本政府は外国人学校を規制する学校教育法改定案 (1966

年,1967年 )や外国人学校法案 (1968年)を 国会に上程した。この法案に対し

て,総聯は激しく抗議し,同法案は廃案となった。また,在 日外国人の政治的

権利を規指1す る改定入管法案 (1969年 )に も,反対運動を行つた。一方,韓国

政府の要請を受けて,1967年 ,日 本政府は在日朝鮮人の帰国事業を一方的に終

結した。総聯は,帰国事業の再開を強く要望する運動を展開した。

この時期,外国人登録令反対,生活権擁護,民族教育の保障のための社会運

動が展開されたが,そ うした運動は,南北朝鮮の統一を希求し,いずれ在日コ

リアンは統一祖国に帰ることを想定していた。また,1960年代後半,民団も総

聯も本国の影響をより強く受けるようになっていたが,こ の時期の社会運動は
,

本国との政治的な結びつきの強い民族団体を媒介にした「上からの組織運動J

であった。したがって,在 日コリアンー人ひとりの民族的利害よりも,組織や

国家の利益が優先されていたといえよう [朴―,1999:38,39〕 。すなわち,民

族団体の指導者達は朝鮮生まれの一世であり,本国への帰属意識が強く,日 本
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はあくまでも南北統一までの仮住まいの場所であつた。少なくとも1960年代ま

では,「本国への帰属意識の強い朝鮮生まれの世代が,在 日朝鮮人問題の性格

を規定するほど,あ らゆる分野の運動において中堅的役割を果たしてきたJの

である [姜 ,1987:47]。 総聯の場合,.特 にその傾向が強く,ま た,民団の団長

には,韓国の政界に進出する者もいた。

1970年代の社会運動と民関連

1970年 12月 , 日立製作所に就職が決まりながら,採用が取り消された本卜鐘碩

を原告とする裁判 (日 立裁判)が横浜地裁で始まった。朴は1951年生まれの韓

国籍二世で,この裁判は,在 日外国人に対する企業の就職差別の不当性を問う,

日本で初めてのものであつた。22回 の公判を経て,1974年 6月 , 日立裁判は歴

史的な原告勝訴に終わつた。

日立裁判を始めた時に,原告支援グループは既成の民族団体に協力を要請し

たが,裁判を支援する動きは皆無であつた。「結局:日 立に入つたつて,それ

は日本に同化していくプロセスを辿るだけではないかJと いう声が一般的で,

「政治運動にコミットし,祖国の同胞にコミットしていく,そ れが即民族主体

性 を回復 してい く道なのだ」と考えられていた [朴 君を囲む会編,19Z:

14,17]。 すなわち,在日コリアンが日本で直面する問題は,本国の政治状況

に原因があり,本国の政治闘争に参加し,民主化や統一を成し遂げることこそ,

民族として主体的に生きる道であると考えられていたのである [民関連特別基

調起草委員会編,1979:30]。

裁判を支援したのは,日 本人と在日コリアンの若者によって結成された「朴

君を囲む会」やキリスト教関係者であつた。1974年の勝訴後,原告を支援した

全国各地のグループは,それぞれの地域の自治体に対して,公営住宅への入居,

児童手当の支給,地方公務員の採用などに関する国籍を理由とする差別を撤廃

する運動を始めた。まず,19π年 7月 ,川崎市長に対して公営住宅入居資格,

侵尋詈iII重 [脅襟[裏食]IIlif書と告L][10:t'ラ骨督う集奎
結して,在 ロコリアンと日本人が参加する「民族差別と闘う連絡協議会 (民闘



第2部 現代日本における外国人とその諸相

連)」 の第 1回全国代表者会議が開かれた。民闘連は,民団や総聯に比べて
,

はるかに小規模の団体ではあつたが,成立以来,今日まで市民運動の牽引役と

なり,在ロコリアンの社会運動の中で,重要な位置を占めてきた。

1975年 8月 には,全国から811名 が大阪に集まり,第 1回民闘連全国交流集会

が開かれた [民族差別と闘う連絡協議会,1975:1,30]。 続いて,1976年 8月 に

は,川崎で第 2回全国交流集会がもたれた。この集会では,基調報告ともいえ

る「問題提起」力
'事務局の襲重度からなされた。在日韓国 朝鮮人の76%が 日

本生まれの二,三 性となり,結婚総数の半分が日本人とのものとなり,ま た在

日韓国 朝鮮人の子ども14万人の7割が日本の学校に通い,帰化申請者数は増

加傾向にある一方,北朝鮮への帰国者数は年「olD人 にも満たないことを指摘し,

「総じて,在日韓国人 朝鮮人の定着化傾向が強まっていることは,否定でき

ない事実」であると表は述べている。これは,坂中受賞論文や入管白書1976年

版を意識しての発言であろう。この集会の総合討論では民闘連の組織化および

入管行政の新たな路線に対抗する理論化が大きなテーマになった [民族差別と

闘う連絡協議会,1976:8,43]。

1977年 10月 ,尼崎において第 3回全国交流集会が開かれた。同年6月 に発表

された坂中論文の「在日朝鮮人の処遇Jを受けて,「在日韓国 朝鮮人の民族

主体性と日本人の共闘について」と題したパネルディスカッションが開かれた。

坂中論文は,「 日立闘争以降の民闘連運動の重要な柱の一つであった行政闘争

は,「何のための行政闘争なのかJと いう問題」提起として受けとめられた。

すなわち,「行政闘争は,我々の要求がすべて通れば坂中氏の言うように,必

然的に在日同胞を同化させてしまう内実を持っているものだろうか。坂中氏の

統治の論理と民闘連の運動の論理は基本的に同じなのか否かJが問われている

と受けとめられたのである [金相明,1977:8]。 坂中論文が発表されて以来,

「在日朝鮮人の権利獲得,民族差別撤廃運動までもが同化を促進するものとし

て批判されることとなった」からである [徐正高,1%7:82]。

パネルディスカッシヨンでは,「民族団体が要求しているものと,入管側の

主張とでは基本的な違いはないという状況Jで ,「民族差別と闘うことが同化

につながるという批半1」 に対抗し,民族的自覚,民族意識をもつにはどうした
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らよいかが話し合われた。行政闘争が単なる「物取り」にならず,運動に参加

する当事者や日本人の「意識化」力
'大事であることが指摘された。後述のよう

に,既存の民族団体が反差別の運動に加わつてきたため,運動としての差異化

が意識されたものと思われる。「今日の政治的分断を克服するためには,今ま

で民闘連が行ってきたように政治的対立を持ちこまない在日同胞の教育・就

職 社会保障 法的地位等の問題に関わり続けていくことによつて在日同胞が

結集していく場を作つていくことが重要」とし,「我々の運動によつて民団や

総連を在日同胞の権益擁護の場にひきずり出したことは評価されるべきであ

るJと いう自己評価もなされている [民族差別と闘う連絡協議会,19ηa1 9:

197Ъ :1113]。

1977年 10月 ,「在日韓国 朝鮮人の国民年金を求める会Jが東京で発足した。

これは12年 間,国民年金の掛け金を支払いながら,受給資格を否定された金鉱

釣を支援する運動であつた。設立総会では,こ の問題が「在日韓国 朝鮮人の

定着化と日本社会の高齢化という社会変化の交点上に発生した」ことが述べら

れ,「国民年金法の国籍条項はまさに国家による差別であり,それが社会保障

上の差別の頂点に位置するが故に,今後の行政差別撤廃闘争においてきわめて

重要な課題である」ことが指摘された [民族差別と闘う連絡協議会,1978:13]。

1977年 11月 には, 日韓のキリスト教関係者が集まって,「在日韓国人の諸権

利に関するシンポジウム」を開いている。民関連関係者の多くも参加した。そ

の声明文は,在 日韓国 朝鮮人に日本人と同様に社会保障制度の適用を認める

ことを訴え,そ の根拠として,憲法の精神や国際人権諸条約を引用している。

また,「 日本社会において相互に扶助していく地域住民の一員である」ことを

重視すべきことを指摘している。国際人権規約,人種差別撤廃条約の批准も訴

えている [民族差別と闘う連絡協議会,1977c:18]。 「地域住民」としてのアイデ

ンテイテイを表明した最も早い例の一つと言えよう。

19総年11月 に名古屋で開かれた第4回全国交流集会では,運動の理論化の要

請に応えて,「民族差別との闘いの道すじを明らかにしよう」という分科会が

設けられ,表重度が翌1979年に確認される民闘連の三大原貝1を示している。一

方,1979年 11月 に川崎で,各地から93団体の400人 が参加して開かれた第 5回
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全国交流集会は,「民闘連運動の転機となる集会」であった。特別基調報告が

用意され,そ れまで議論が続いていた運動の基本方針が示されたからである

[民族差別と闘う連絡協議会,1979:26:1980:拘 。同報告は,民国 と総聯が ,

「地すべり的現象で同化していく在日韓国 朝鮮人の二 :三世に対して何等の

有効な政策を持ち合わせていないJと 批判している。また,「国民意識」を強

調することの問題として,二つに国が分かれている現実の中で「在日同胞社会

に無用な対立をもちこむことになることJ,「国民として本来負うべき兵役 納

税の義務も,権利としてもつべき国政参加も」ない現実をあいまいにしている

こと,「観念的な民族意識によって現実の不条理を黙過している点Jを指摘し

ている。また,民族差別との開いによって,「民族の自党」に目覚め,「民族の

主体性」をLuJ復 することを強調している。すなわち,民闘連は,「 日本の差別

社会の変革」をめざし,「民族差別との闘いこそが民族の主体性を回復する」

と主張する一方で,国籍にアイデンテイテイを置く考え方に対しては, 日本籍

コリアンを切り捨てることになる点,南北分断の中で不必要な対立を在日コリ

アン社会に持ち込むことになる点,「国民としての意志を反映させる手段もな

いのに,義務としての兵役」が問題となる点等を指摘し,国家への帰属意識を

留保した [民闘連特別基調起草委員会編,1979:Ю ,41,5660]。

i970年代の社会運動と民団・総聯

日立裁判が始まった1970年前後,1968年 に中断していた帰国事業を再開した

総聯と,協定永住の申請期限の1971年を控えて,協定永住促進運動をしていた

民国とは,厳しく女す立していた [朝 日新聞,1970]。 しかし,1972年 5月 ,南北

朝鮮の高位級会談が実現し,同年 7月 4日 ,自 主,平和,民族的大同団結の三

大原則を基本とする朝鮮統一に関する南北共同声明が発表され,在 日韓国 朝

鮮人の間でも,祖国統一運動が一気に高まつた。ところ力ヽ 1973年 8月 に起き

た金大中拉致事件を契機に南北対話は途絶え,再び対立が厳しくなった。

民団は,197年に,大阪本部が民闘連など市民団体の運動を後追いする形で
,

大阪府に公営住宅差別撤廃,児童手当の支給,国民年金制度の適用など,行政

差別の撤廃を求める要望書を提出した。市民団体側からの働きかけがあり,さ
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らに当時の趙一済駐大阪韓国総領事が,その動きを後押しした。1975年 になる

と,兵庫県地方本部を中心に「兵庫韓国人福祉増進連絡協議会」を結成して,

"運動を展開した [徐龍達編,1987:43;李 I含換,1980:301]。

こうした地方レベルでの動きがやがて中央に波及し,1977年 3月 ,第27固 定

期中央委員会で「在日韓国人の生活擁護のための人権宣言」を採択,「 日本国

は在日韓国人の歴史的背景を認識し,すべての面における人間差別を撤廃し,

内国民と同等な権利を保障Jす ることを求める行政差汚」撤廃運動の方針を定め,

m

権益擁護特別委員会を設置して,全国的な運動を始めた。

まず,1977年 5月 に f差別自書第1集 何が問題なのかJを千1行 した。同書

は,在 日韓国人のアイデンテイテイのあり方について,そ れまでは,「祖国意

識を大事にしてきたのである。しかしそのために自分たちの現実に生きている

国に対する在住国意識を育てることをせずむしろこれを民族意識と相反するも

のであるかのように思いつめてきた」と振 り返っている。そして,「祖国意識

を偏重してきた」在日韓国人は,日 本が高度成長期を迎え,福祉政策を充実さ

せてくる中で,「 ようやく在住国意識の必要性にめざめてきた」と説明してい

る。同年9月 には,民団大阪本部は,日 本の学者や国会議員を招き,「在日韓

国人の差ワ1問題を考えるシンポジウムJを 開催 している [在 日本大韓民国居留

民団,1977:28:198:94109]。

198年 2月 ,民団大阪本部は, 日本政府に対して外国人登録法と出入国管理

令の改正を求める要望書を提出した。その中で,「私たち在日韓国人は日本社

会に定着し, 日本社会の構成員として永続した生活を営んでおり,と くに二世 ,

三世の在日韓国人が大半を占める今日,その傾向はいよいよ顕著なものとなつ

ておりますJと 述べている [在 日本大韓民国居留民団,1978:109118]。 一方,

国会の予算委員会では,前述のシンポに参加した中野寛成民社党衆議院議員が,

民団大阪本部の要望書にそう形で,在 日韓国人の国民年金加入と外国人登録改
0

正の問題について質問をイ子っている [在 日本大韓民国居留民団,1981298■ 17]。

同年 3月 には,民団中央本部が差別撤廃要求中央大会を開き,「行政差別撤廃

に関する要望」を採択し,福田首相ほか各政党党首に送り,全国の民団地方本

部は,各地方自治体の首長にも提出した。4月 には I差別自書第2集 権益運
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動のすすめJを発行し, 6月 ,住宅入居差別撤廃,児童手当,国民年金の適用,

金融公庫等融資制度適用,公務員採用の4項目に外登令,入管令の改正を求め

る全国統一要望書を各自治体に送つた [在 日本大韓民国居留民団,1978:41■ 2;

1979:4066]。 こうした運動の盛 り上がりの背景には,国際人権規約の発効

(19%年 )お よび日本の署名 (1978年 )と批准 (1979年 )の影響が大きかった。

1979年 3月 ,民団中央本部は「権益擁護に関する要望書」を採択したが,そ

の冒頭に,「定着性の再確認」として,「我々韓国民団は, 日本国に永住する決

意を再確認」することが記されている。この要望書は,前年に各自治体に提出

された全国統一要望書とともに,日 本政府と各政党に提出された [在 日本大韓

民国居留民団,1979166“ 7]。 同年 5月 に刊行された『差別白書第3集 生活権

をかちとろうJで も,「定着性の問題」と項目を設け,国民年金など社会保障

を求める運動をする上で,総聯側が「いつかは帰国をするJこ とを前提に運動

していることが障害になっていると述べ,「在日韓国人は日本に定住し,子を

育て,孫 を教育し,そ して日本で骨をうずめる」ことを強調している。また
,

運動の方針として,「在日韓国人の個々人がすでに日本地方自治体の住民であ

る」として,運動を地方単位で行うことを示している。一方, 5月 には日韓議

員連盟第8回総会で在日韓国人の法的 社会的地位の改善を求める決議がださ

れ,「在日韓国人地位向上特別委員会」も設けられた [在 日本大韓民国居留民団,

1979:1822;1980:6972]。 なお,こ うした民団の差別撤廃運動に対しても,

い

同化を促進するという批判は存在した。

一方,総聯の側も,協定永住の申請期間が終わった1971年 に,協定永住者に

は国民健康保険が適用されながら,協定永住を申請しない在日朝鮮人には適用

されないことを問題視し,自治体の議会に請願書を提出し,1972年 横浜,川崎,

神戸各市が,1973年東京23区 ,名古屋市,大阪市が在日朝鮮人への適用を認め

"ている [在 日朝鮮人の人権を守る会編,1977:4∝ ]。

入管白書1976年版が刊行され,前述のように稲葉法相が在日朝鮮人の法的地

位の確立に言及したのを受けて,総聯の機関紙である「朝鮮新報Jは ,1976年

6月 12日 の社説で,「在日朝鮮人が日本で平和に安定した生活を営めるよう」,

「在日朝鮮人の在留権を一本化し,こ れには在留資格,在留期間の制限を付さ
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ず,退去強制条項の適用から除外すべき」ことを訴えている [内 海他,1977:

25]。 総聯は,「在留権Jと いう言葉は使つても,「永住 (権 )」 という表現は決

して用いていないことが注目される。

1976年 12月 には,「季刊三千里J第 8号に掲載された姜在彦の論文「在日朝

鮮人の六五年Jに対する批判が,『朝鮮新報」に掲載された。姜の論文は,坂

中論文を受けて,在 日韓国 朝鮮人の側から初めて,定住化の問題を正面から

取り上げたものであつた。「朝鮮生まれの世代は,祖国に対して,「郷愁Jに よ

ってつながる世代であるとするならば,日 本生まれの世代は多くのばあい
,

『在日Jそ のものを与えられた前提として生きている世代Jと の姜の見解に対

して,「朝鮮新報Jは以下のように批判している。「朝鮮で生まれた人であれ,

日本で生まれた人であれ……民族分裂の悲劇を一日も早く終らせ,統一された

祖国で幸せに暮そうとする彼らの熱い志向も意にめさないのか」,「総聯は初級

学校から大学までの整然とした教育体系をもち,民族教育を体系的に行なうこ

とによつて,すでにかず多くの若人を民族幹部に,祖国統一の立派な担い手に

育てあげた」と [キ ム,19%]。

総聯は,「在日朝鮮人の唯一の権益擁護団体Jと して,日 本の自治体当局に

働きかけ,「社会保障と各種の公共融資を獲得する努力」を各地でくりひろげ,

市営住宅入居や児童手当などの権利を獲得していつたという。特に,人権規約

の署名と批准が行われた時期を前後する1978年 10月 から19η年11月 にかけて,

在留権保障と社会保障の適用を求める運動を行い,難民条約への加入が盛り上

がった1980年 11月 から1981年 3月 にかけて,運動を再び行つた [韓,1986:

271,288,289]。 一方,共和国への帰国者は,1973年以降,年間数百名程度に

とどまっていたが,朝鮮学校では,依然,帰国を前提とした教育を行っていた
0

という [内 海他, 1977:18]。

民団と総聯が,在 日韓国 朝鮮人の権益擁護の社会運動に1970年代になるま

で取り組まなかつたのは,「 自らの支援する政権の意向を体現することのみに

目が注がれ,同胞の生活実態や動向への関心をここ何十年間おざなりにしてき

たことにあると見られる。南北二つの政権の最大の関心事1ま ,大儀名分はある

が,せんじつめたところ自政権維持と統一問題の主導権争いにあつたといつて
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よい。その本国政府の政策の延長線上に,二つの民族団体の活動が位置づけら

れ指導されてきたJと いってよかろう [内 海他,1977:25]。

在日コリアンの社会運動のイデオロギー

民闘連は,地域における生活実態を重視し,地域レベルでの反差別の共闘を

日本人と組む方針を示し,地域社会を強調する形で日本社会への帰属意識を肯

定していった。1977年 のシンポジウムでも,在 ロコリアンが「地域社会の一

員」であるとの主張がなされている。国籍差別を撤廃する運動をしている点で
,

多国籍主義と理解できるが,国家への帰属意識を留保しているので,多民族主

義も取り入れた立場と見ることができる。

次に,民団は,1950年 代から協定永住を取得する1960年代中葉まで,定住志

向はなく,分離主義であつた。一方,「第4次宣言」で永住することを示して

はいるが,「定着性」を強調し,定住志向がはつきりあらわれたのは,1977年

の「人権宣言J以降のことである。この時期において,日 本社会への帰属意識

も承認され,多国籍主義に移行していったとみられる。

一方,総聯は,195Kl年代から1970年代にかけて,帰国運動も行つており,典

型的な分離主義であつた。1960年代後半から1970年代前半に朝鮮学校に通った

在日朝鮮人二世は,「あくまで在外公民として国民的に生きることを是とする。

その結果, 日本社会に対して無関心,無責任に生きることが朝鮮人として潔く

生きることであるかのような錯覚Jに 陥つていたという。また,「民族的に生

きる=国民的に生きる=日 本に対して無関心に生きる, という図式Jを 空気の

ように受け入れていたという [李進熙編,1996:230]。 19Ю年代に行政差別撤

廃運動を行ったのも,地域住民としての運動ではなく,「共和国の海外公民J

として「民主主義的民族権利と国際法で公認された合法的権利」(1972年 制定共

和国憲法第15条 )を求めてのものであつた。

4 1980年代以降の展開

本章では,戦後日本における在日コリアンの定住化 (ア イデンテイテイの多

,0∂
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様化)に応じた,日 本政府の外国人政策と在日コリアンの社会運動の展開につ

いて,主に1970年代の動向を中心に取り上げたが,それ以降の展開については

基本的な動向を整理し,結 びに変えたいo

まず, 日本政府の外国人政策については,前述のように1982年体制が成立し,

在日外国人の処遇は大きく改善されることとなった。さらに,1991年 には,旧

植民地出身者の在留資格を「特別永住者」に一本化している。こうした政策の

採用は,外国人の市民的アイデンテイテイをある程度,承認したものとみてよ

いであろう。また,1998年に永住資格の居住要件を20年から10年 に改めている

が,こ れは,ニ ユーカマー外国人の定住化を認める方向性をもった政策と理解

してよかろう。日本政府の立場は,前述のとおり,1970年代までは主に同化主

義であり,1980年 代以降も,多国籍主義的政策を部分的に取り入れつつ,依然,

同化主義を維持したものとみてよかろう。

一方,在 日コリアンの社会運動は,日 本社会の構成員として,在 日コリアン

の市民的アイデンテイテイをさらに承認していつた。1980年代を通じて,最 も

盛んな社会運動は,指紋押捺拒否運動であつたが,それは,「 自分達も社会の

一員,住民の一員としてきちんと受けとめてはしい」という,日 本人,日 本社

会に対する「ラブコール」であった [大沼 徐編,1986:222]Pま た,1990年

代における在日コリアンの主要な社会運動である地方参政権運動は, 日本社会

の一員としてのアイデンテイテイをより明確に主張している。

民団は,1970年 代後半から各種の社会保障制度の「国籍条項」を撤廃させる

ことに主眼を置き,1980年 代の指紋押捺反対運動を経て,19∞年代には,国政

参政権は韓国政府に求め,地方参政権を日本政府に求める地方参政権獲得運動

に全力をそそぎ,多国籍主義の立場をより明確にしていつたといえる。1996年

に20年ぶりに採択された民団の第6次宣言でも,日 本に永住すること,そ して

「日本社会において尊敬を受ける模範的な市民となることを指向する」と述べ

ている。

一方,総聯は,1982年体制Iの 開始によつて,在 日朝鮮人が特例永住を取得し

たことに,少なからぬ影響を受けたものと思われるが,そ の方向性は必ずしも

明らかではない。総聯は,朝鮮籍の維持は当然の前提であり,外国人の地方参
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政権獲得に反対している。したがって,総聯は,依然,分離主義の立場を変え

ていないようにもみえる。しかし,1980年代後半以降,朝鮮高校を卒業して,

日本の大学に進学したり,日 本の企業に就職する者が増え,総聯系の在日コリ

アンの中でも三世になると,次第に日本社会への帰属意識は強まりつつある

[R"ng・ 1"7:196 21Xl]。 そうした変化への対応を追られて,1"3年 から1995年

にかけて行われた朝鮮学校の教科書改定では,在 日コリアンが日本に定住して

いるという現実を重視した内容に変つている [宋 ,19%:8285]。 また,1999

年 9月 に開かれた総聯中央委員会第18期 第3国会議拡大会議において,「急変

する世界情勢と日本の政治 経済状況,世代交替が進む同胞社会の新たな実情

に沿って,総聯の活動方法を決定的に転換させる」[朝鮮新報,1999]こ とが決

議された。

民間連は,よ り市民的アイデンテイテイを重視する方向性に向かう。民闘連

指導者の一人,梁泰臭は,1982年 以降の内外人平等原則下で永住資格を認める

1982年体制が始まり,在 日韓国 朝鮮人にとつて,「定住化と共生を誰も否定

できなくなった」と振り返っている [梁 ,1987:77]。 民闘連は,1987年に,在

日コリアンを「定住外国人」として位置付け,「定住外国人に関する基本法」

の制定を提唱し,日 本社会の構成員として生活している「定住外国人」の在留

権は,内国人と等しい居住権として保障されるべきことを訴えた [民族差別と

闘う連絡協議会編,1987:21]。 1991年 に在日韓国 朝鮮人の法的地位が「特別

永住者」としで一本化され,19%年 に永住者の指紋押捺も廃止され,一定の運

動の成果をあげた後,新たな運動のあり方をめぐる意見が分かれ,コ リアン人

権協会とそれ以外の地域団体の二派に分かれ,今 日にいたつている。後者に属

する民闘連指導者の一人,李敬宰は1999年 ,「出自 (ル ーツ)」 を重視し,国籍

には必ずしもこだわらないアイデンテイテイのあり方を提起している [李敬宰,

●

1999:110,112]。

最後に, 日本政府の外国人政策と在ロコリアンの社会運動の歴史が,現在の

ニューカマー外国人間題に示唆している点について整理すると,第一に,19Ю

年代における日本政府,そ して当事者による在日コリアンの定住化の承認が,

1980年代初頭における外国人の法的地位の向上につながったということである。

う
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第二に,在 日コリアンが1966年以降,永住という法的地位を得て,実際に定住

化を前提とした社会運動を起こすまで,10年近くの年月がかかつたということ

である。第二に,定住化を前提とした運動の担い手は, 日本生まれの二世が中

′し、となったということである。

19∞年代にニユーカマーの定住化ということが研究者や市民団体から提起さ

れたが,当事者からも政府からも,ま だ必ずしもそのような認識が示されてい

ない。そもそも,永住資格を取得したニユーカマーが増えだしたのは1998年以

降のことである。1990年代以降,盛んになった地方参政権運動が,ほ とんど1日

植民地出身者である在日韓国人によつて担われていることからもわかるように,

ニューカマーの組織化や社会運動は,ま だ始まったばかりといえよう。今後,

永住資格を取得したニユーカマーや, 日本生ま4の外国人が,ア イデンティテ

ィの多様化の中で, どのような社会運動を展開していくかが注目される。

注

(1)在 日コリアンとは,韓国籍,朝鮮籍,日 本籍等を含めた,戦前から日本に住んでいる

朝鮮半島出身者とその子孫を指すこととする。在日韓国人は韓国籍者.在 日朝鮮人は朝

鮮籍者,在 日韓国 朝鮮人は韓回籍または朝鮮籍保有者を指すこととする。

(2)石川准がアイデンテイテイを所属,能力,関係の3項目に分類し,属する組織や共1司

体力莉 であるかを所属アイデンテイテイと呼ぶのを参考にした [石川,1"2:1819]。

(3)「一応」としたのは,パ レスチナのように「国民国家Jと しての独立をめざす民族に

とつては,国家が成立する以前においても「ナショナル アイデンテイテイ」を持つて

いることが考えられるからである。また,ア ンダーソンが説くような「遠隔地ナショナ

リストJの ように,法律上は移住国の国民となりながら,その国にはほとんど愛着を感

じない場合もあるだろう [ア ンダーソン,19981190]。

(4)「民族」は「ネーション (na10n)」 の訳語がふさわしい場合もあるが,本章では,「民

族的Jと 「エスニツクJを 同義で使用する。民族に関する定義は研究者によって異なる

が,筆者は,民族 (エ スニー,エ スニツク グループ)や民族性 (エ スニシテイ)は客

観的に定義されるものではなく,歴史的 社会的脈絡の中で形成され,変化するものと

みなす。

(5)「 日本社会の一員Jは「日本社会の構成貝」という抽象的意味で用いているが,狭義

には,文京沐など在日コリアンニ,三世の知識層の多くが説く「市民社会の一員J,「市

民」を意味する。

い)理論的には,あ と2つの類型が考えられる (+― +,+― ―)。 しかし,韓国や北朝

鮮が朝鮮民族からなる国家と認識される以上,国家への帰属意識は強いが,朝鮮民族ヘ

,1:
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の帰属意識が弱い人たちは,い ないことになるので除外する。

(7)デニズンとは,「合法的な永住者の資格を有する外国繕市民Jを 指す [ハ ンマー
,

(8)::::じ
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国籍選択機会の付与という国際慣例に反するとの批判が強い。日本政府は当初,国籍選

択機会の付与を検討していたが,在日朝鮮人が少数民族化することを恐れ,付与しない

ことにしたという [姜 金.1994:174178]。 在日韓国 朝鮮人は日本国籍を失ってい

ないという解釈もある [大 沼,1993:1"]。

・9を
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という [鈴木,1968:81]。 朝鮮戦争の最中の東西冷戦構造下で,反共主義で一致して

いた両国政府は,「すべての在日朝鮮人をまるごと「韓国籍Jに もっていつて,r日 韓条
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語 芯 』 七ない人たち 0口 植民出 身者,筆者わ が,綱 外国人の形 数を占

めていたので,戦後できた出入国管撃体制は,在留資格を操作して行う意味での在留管

理の面で実効ある行政を行うことができない状態にあつたJと いう [法務省入国管理局

②

::ili:き ,1:1,簾 菖i芳品 :喜赤√11奏蹟l磯驚主冤響場性笑旨馨亀霞Ψ続

定するということであつたため,在 日朝鮮人団体が激しい反対運動を行ったから」であ

ったことを指摘している [坂中,19∞ :5]。 一方.1"2年 ,吉岡章入国管理局長は,

[][[[「][[:il[III[lil[I:llil[il[:lil[i[:
べく早い機会に法一二六にかわる法律をこしらえまして,その人たちの在留資格および

処遇というものをきめたい」と答えている [在 日朝鮮人の人権を守る会編,1977:

。

17i987年

4月 から,「外国人登録Jと 改められた。タト国人登録事務協議会全国連合会編。

O。
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を意識してのことと思われる。

19 日韓条約発効後,法律一二六号該当者への退去強制事由の適用が全面的に始まつた。

3'3
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日韓条約の仮調印にあたって,椎名外相は「不良外人追放のみちを開いたのは喜ばし

いJと 語つている [在 日朝鮮人の人権を守る会編,1977:34-35]。

" 
出入国管理庁長官を務めた鈴木―は,在 日韓国 朝鮮人を「出入国管理令の迷子」と

呼び,「十五年間も入国管理法上の迷子として置くことは,世界人権宣言にももとるも

のではないか」と述べている [鈴木,1%8:76,120121]。

|つ 朴在一は,出入国管理令に具現されている「在日朝鮮人全般の強制送還が日本政府の

根本政策Jであり,「唯―の政策Jであると批判している [朴在一,1957:159]。

② Ю∞年に外国教育法の改定案を立案して以来,19η年まで7度 にわたり,朝鮮学校を

規制する法案を国会に上程したが,すべて廃案となった [高 賛侑,19%:114116]。

の 日本朝鮮研究所発行の F朝鮮研究Jは ,1977年 8月 号から11月 号まで4回にわたって
,

「岐路に立つ在日朝鮮人問題Jと いう特集を組み,7/1回 は,「在日朝鮮人の「定住化傾

向Jを考えるJと いう副題をつけている。また,朝鮮と日本の間の「相互間の理解と連

帝J(創刊のことば)と をはかるため,1"5年 2月 に創刊された「季刊三千里Jは,第 8

号 (19r6年■月)で初めて,在日コリアン特集を組んでいる。

ω 朝聯は1948年 2月 ,文部省に対して,「在日朝鮮人の大多数は適当な機会に帰回する

であろうし, またそうでないとしても母国語による教育を受けることが絶対に必要であ

る」と抗議している [朴慶植,19891186]。 1048年 4月 には,武装警官によって在日朝

鮮人のデモ隊が弾圧される阪神教育闘争が起きた。

eD 1961年 から1%7年 に力■ナて民団団長を務めた権逸は,1971年 から79年まで韓国で国会

議員を務めた。

132 大阪の運動には,民団の大阪府地方本部も加わつた [徐 籠達編,1987:39〕 。

0 集会では4つの分科会が設けられ,「住宅 児童手当を中し́、とした行政闘争」,「法的地

位問題」,「入学差別 進路保障等日本人学校での教育問題」,「地域活動J力 'テ
ーマにと

りあげられた。

0 基調報告は,民闘連の中核メンバーである佐藤勝巳,山 田貴夫,表重度,糧勝久によ

るものだった。「在日韓国 朝鮮人の生活現実をふまえて民族差別と闘う実践をする」,

「在日韓国 朝鮮人への民族差別と闘う各地の実践を強化するために,交流の場を保障

するJ「在日韓国 朝鮮人と日本人が共闘していく」の3原則をあげ,規約や綱領も設け

ないことを確認している。

09 1975年 6月 には,大阪民団の要請を受けて,大阪府市長会が厚生大臣等に国民年金法

の改正を求める決議を送つている [在 日本大韓民国居留民l■,1977:41,42]。

的 なお,1977年 2, 3月 には,19r6年 3月 に発効した国際人権規約の批准をめぐつて
,

社会党議員による国会質問がされている [在 日本大韓民国居留民団,19/8:318329]。

0 国民年金制度への加入を,民団は権益擁護運動の「もっとも大きな目標」とみなして

いた。1965年 の日韓協定締結時には,在 日韓国人が「ずつと日本におられても将来の間

題がございまして,そ ういう観点から国民年金の適用はしない」という結論にいたった

という。従つて, 日本側を説得するために,「定着するから国民年金制度を適用せよ」

と主張せぎるをえなかった [在 日本大韓民国居留民団,1978:302,1979:27425:

1980:24]。
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08 李絵換は,民団は本国指向性が強く,「国是遵守J(綱領第 1条 )ばかりに力を入れた

が,19Ю年代後半になつて,よ うやく「権益擁護J(綱領第2条)に取り組んだことを評

価したが,「差別のない社会ほど同化が促進されるJこ とを前提に,差別撤廃運動は

|“ 両刃の剣"の性格Jを もつという認識に立つべきで,「“同化・ という副作用が生ずる

のも避けられようがないとなれば,こ の副作用を抑制する運動,即 ち民族教育を従来よ

りも強力に推進することによつて解決されよう」と述べている [李 蔵焼,1%0:300-

301,32針3"]。

ω こうした運動は自治体を対象としたものであるが,「在日朝鮮人を地域社会の一員と

して位置づけるよりも,主権国家の在外国民としての権利を認めなければいけない, と

いう論理」に基いた運動であったと思われる [李進熙編,19%:212]。

に0「朝鮮民主主義人民共和l■」の公民として必要な基礎知識および技能を習得せしめ,民

主祖国建設に有為な人材を養成する」という教育目的を掲げ,教科書は共和国の直接編

纂もしくは検閲したものを使い,朝鮮語教育に重点が置かれ,日 本語教育は英語と同じ

か,そ れ以下しか時間が割かれていなかつたという。また,1966年 末から19Ю年代にか

けて,朝鮮学校では,「個人崇拝が極度に高まり,金日成の写真を掲げるようになったJ

とぃう [姜,21Xll]。

“

0 この時期になって,民団が権益擁護運動に取り組み始めた理由について,「差別白書

第2集Jでは,戦後しばらくは,「祖国への帰国という帰巣本能」が強く,その後も,

日本に向かつて権益を要求することは,「恵みを施される形の「ものもらいJJに なるの

ではないかと考え,ま た,総聯に対する組織防衛に多くの勢力をさいて余裕がなかつた

こと, さらに,権益擁護運動が日本への同化を促進するのではないかという警戒′しヽがあ

ることをあげている (1718頁 )。

“

a l∞ 1年 1月 の「日韓覚書」の中で,初めて韓国政府の要望として「地方自治体選挙

権」の要望が出された [田 中,1996:65]。 また,1994年 4月 に開催された民団の第44

回定期中央大会において,「在日本大韓民国居留民団Jと いう名称から「居留」を削除

し,「在日本大韓民国民団」と名称が変更され,民団の綱領中の「在留同胞Jも「在日

同胞」に変更され,地方参政権獲得が民団の最重要課題と位置づけられた。

“

0「参政権Jの行使は,同胞とりわけ民族性が希薄な多くの新しい世代の帰属意識を祖

国と民族,組織にではなく,居住地域と日本社会に向けさせ,やがてそこに埋没させる

ようになります。そうなれば結局,同化と「帰化Jを促進させます [在 日本朝鮮人総聯

合会編,19%:1∝ 11]。

0 1998年 12月 には,東京朝鮮中高級学校の新校舎建設委員会が,総聯に「要望書――民

主主義民族教育事業を改善,強化することについて」を提出している。これは,教科書

改定が不十分であることを批判し,教育理念を北朝鮮「公民教育」から在日同胞の民族

教育に転換することを求めたものだという [ウ リ生活編集部,199912訊 236]。

0, 日本で出生した定住外国人には,選択的に日本国籍を取得できることも主張している

が,翌 1988年 に提起した法案「在日旧植民地出身者に関する戦後保障および人権保障

法」では, 日本国籍取得に関する条項は削除されている [民族差別と闘う連絡協議会編,

1%9]。
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m 同書には,呉斎柄「『帰化Jではない国籍の取得」,鈴木啓介「コリアン系日本人宣言

の秋」も掲載されているが,こ うした見解は,民関連のなかで必ずしも支持さ
'し

ている

わけではない。

0 -般永住許可者は,1"7年の 1万 16∞人から,Ю
"年

には1万97∞人に増え,さ らに

20∞年には3万人に達した。
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スコットランドの事例を中心に」(共著)「比較教育学研究J第 24号 .東信堂,1● 98年。

近 藤  敦  (こ んどう あつし, コラム :法学

1960年  生まオ■。

1%9年 九州大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学.博士 (法学)(九州大学.1996年 )。

現 在 九州産業大学経済学部助教授。

i tt r「タト国人」の参政権――デニズンシップの比較研究J明石書店,1996年 。

「新版 外国人参政権と国衛J明石書店.21X l年 。
「外国人の人権と市民権』明石會店,2∞ 1年。
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渡 辺  英 俊  (わ たなべ ひでとし)コラム:外国人支崚窪麟

1933年  生まれ。

lQ68年 Drew大学神学部STMコ ース修了 STM(121elv大学,1968年 )。

現 在 日本キリス ト教団なか伝道所牧師,移住外国労働者と連帯する全国ネットワーク共同代表。

主 著 「仲間じゃないか外国人労働者J(共編)明石書店,1"1年。

r旅人の時代に向かってJ新教出版社,2∞ 1年。
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